オンラインフランチャイズ契約書（EC・教室型）

フランチャイザー●●（以下「甲」という。）と、フランチャイジー●●（以下「乙」という。）とは、オンラインを主たる媒体として展開するEC型又は教室型フランチャイズ事業に関し、以下のとおり契約（以下「本契約」という。）を締結する。

（第1条　目的）
本契約は、甲が構築するオンライン販売システム、オンライン講座運営ノウハウ、ブランド、商標、教材、業務運営ノウハウ（以下「本件システム等」という。）を乙に提供し、乙が当該フランチャイズ事業を運営するにあたり、双方の権利義務関係を定め、事業の円滑な発展及び品質維持を目的とする。
　
（第2条　定義）
本契約における主要な用語の定義は次のとおりとする。
1　本件システム等
甲が乙に提供するオンライン販売システム、受講管理システム、教材、動画、ブランド、ロゴ、各種仕様書、マニュアル、ツール、EC運営ノウハウ、教室型指導ノウハウその他一切の資産をいう。
2　加盟店
甲と本契約を締結しフランチャイズ事業を営む乙をいう。
3　売上
乙が本件システム等を用いて行う教室サービス、講座、EC販売、オンラインレッスン、関連商品の販売その他事業から得る、手数料・代金等の総額をいう。
4　知的財産権
著作権、商標権、意匠権、特許権、営業秘密その他一切の知的財産権をいう。
　
（第3条　本件システム等の提供）
1　甲は、乙に対し、以下の内容を提供する。
　(1) オンラインシステムのアカウント付与
　(2) EC又は教室運営マニュアルの提供
　(3) 教材、動画、指導カリキュラムの利用権限
　(4) サポート窓口の提供
　(5) 広告素材、ロゴ等のブランド資産の使用許諾
2　提供範囲の詳細は別紙仕様書に定める。
　
（第4条　加盟金・ロイヤリティ）
1　加盟金
乙は、本契約締結時に甲へ加盟金●円（消費税別）を支払う。
2　ロイヤリティ
乙は、前月売上の●％を、翌月●日までに甲に支払う。
3　広告分担金
甲が行う本部広告に対し、乙は毎月●円を負担する。
　
（第5条　営業地域・禁止領域）
1　乙は、甲が定めるオンライン営業地域（教室型の場合は当該区域）内で事業を行う。
2　甲が指定する禁止行為（転売、ブランド混同行為等）を行ってはならない。
　
（第6条　品質保持義務）
1　乙は、甲が定めるサービス品質基準、教材使用方法、講座運営指針に従う。
2　乙は、甲の事前承諾なく独自カリキュラムの提供、改変、誤認させる行為をしてはならない。
3　甲は、乙の運営状況を定期的に確認し、改善指示を行うことができる。
　
（第7条　売上管理と報告義務）
1　乙は、毎月の売上・受講者数・商品販売数・キャンセル状況を甲へ報告する。
2　甲は、必要に応じて乙の帳簿・データを閲覧できる。
　
（第8条　商標・ブランドの使用）
1　乙は、甲の商号、商標、ロゴ、ブランド等を、本契約の範囲でのみ使用できる。
2　使用は甲のブランドガイドラインに従い、改変は禁止する。
3　本契約終了後、乙はただちに使用を停止しなければならない。
　
（第9条　秘密保持）
※詳細レベルは中小企業庁ひな形準拠（参照：ユーザー提出資料）
1　乙及び甲は、相手方から開示された技術・営業・顧客情報等を秘密として保持し、第三者に漏らしてはならない。
2　秘密保持義務は契約終了後●年間存続する。
　
（第10条　知的財産権の帰属）
1　本件システム等に関する知的財産権はすべて甲に帰属する。
2　本件システム等を複製・改変・転用してはならず、第三者へ提供することも禁止する。
3　乙が独自に創作した成果物に甲の著作物が含まれる場合、甲に共有又は帰属するものとする。
　
（第11条　サポート）
1　甲は、乙に対し、オンラインシステムの操作説明、教材利用サポートを行う。
2　ただし、乙の端末不具合、通信環境、外部サービス障害はサポート対象外とする。
　
（第12条　契約期間）
1　本契約の有効期間は●年とする。
2　期間満了の1か月前までに双方から異議がない場合、自動更新する。
　
（第13条　契約解除）
1　甲は次の場合、本契約を即時解除できる。
　(1) ロイヤリティの2か月以上の未払い
　(2) 商標ガイドライン違反
(3) ブランド毀損行為
(4) 不正報告又は売上隠し
(5) 重大な法令違反
2　乙は、甲に対し30日前までに通知し、契約を解除できる。
　
（第14条　損害賠償）
1　当事者は、本契約違反により相手方に発生した損害（弁護士費用含む）を賠償する義務を負う。
　
（第15条　競業避止義務）
1　乙は、本契約期間中及び終了後●年間、甲と同一又は類似するオンライン講座・EC事業を独自ブランドで営んではならない。
　
（第16条　契約終了後の措置）
1　乙は、契約終了後、以下を直ちに履行する。
　(1) 全教材・データの返還又は削除
　(2) ロゴ等の使用停止
　(3) 残ロイヤリティの支払い
　
（第17条　不可抗力）
天災地変、通信障害、システム停止、感染症、法令変更等不可抗力による不履行は、当事者は責任を負わない。
　
（第18条　協議）
本契約に定めのない事項又は疑義が生じた場合、甲乙協議の上円満に解決を図る。
　
（第19条　管轄）
本契約に関する紛争は、甲の本店所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄とする。
　
（署名欄）
本契約締結の証として、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各1通を保有する。
　
●●年●月●日
【甲】
名称：
住所：
代表者：　　　　　　　　　印
【乙】
名称：
住所：
代表者：　　　　　　　　　印

